
【資料４】 

企画提案競技審査要領 
 
１ 目的 

  この要領は、生活困窮世帯のこどもに対する学習・生活支援事業に関する業務委託の

受託候補者を選定するため、企画提案競技の公正かつ適正な審査に必要な事項を定める

ものである。 
 
２ 審査会の設置 

  秋田県健康福祉部地域・家庭福祉課内に審査会を設置する。 
 
３ 事務局 

審査会の事務局は、地域・家庭福祉課に置く。 
 
４ 審査員の構成 

審査会は、次の審査員をもって構成し、審査員長は地域・家庭福祉課長とする。  
（１）地域・家庭福祉課長（審査員長） 
（２）審査員長が指名する者 ２名 
 

５ 審査の実施方法 

  提出された企画提案書及び経費見積書の内容並びにプレゼンテーションの実施結果に

基づき、審査会において企画提案者の審査を実施する。 
 
６ 審査の評価方法等 

 （１）評価方法 

① 審査員ごとに、別紙「企画提案競技評価票」を用いて行う。 

② 審査による評価は、評価項目それぞれについて５段階で行い、評価項目ごとの

重要度に応じた係数を乗じて評価点を算出する。 

③ 各審査員の評価点の合計点は、４５０点満点（各審査員１５０点満点）とする。 

 （２）評価項目及び評価内容・配点 
別紙「 企画提案競技評価票」 のとおり。 

（３）評価基準 

５段階評価 評価基準 

５  提案内容が特に良い 

４  提案内容が良い 

３  提案内容が普通である 

２  提案内容がやや劣る 

１  提案内容が劣る 

 



（４）重要度に応じて乗じる係数 
    次の観点により、評価項目ごとに設定する。 

乗じる係数 観点 

２  重要度が高い項目 

１  上記以外 

  
７ 基準点 

  受託候補者の選定において基準となる各審査員の評価点の合計点は２７０点とする。 
 
８ 受託候補者の選定 

 （１）上記６により算出した合計点が基準点（２７０点）に達している者に対し、点数

の高い順に順位を付ける。 
（２）合計点が同じ者があった場合には、審査員が協議し最終的な順位を決める。 
（３）１番の順位の者を受託候補者として選定する。 



【資料４別紙】

提案内容の実現性

事業への理解・知識

業務実施体制

同種の実績が複数ある 5

同種の実績がある 4

類似の実績が複数ある 3

類似の実績がある 2

上記以外 1

経費見積書 5

基本点小計 120

県内に本店がある 10

県内に支店、営業所等がある 5

上記以外 0

賃金向上及

び女性活躍
20

加点小計 30

合  計 150

15

地元企業

企画提案者の「賃金水準の向上」及び「女性の活躍推進」に関する取組に応じ

た評価点の加点措置

秋田県内に、本店、支店又は営業所等を有する者であること。

経費の内訳が明確であり、提案内容に見合った適正な価格であること。

10

30

15

令和８年度秋田県生活困窮世帯のこどもに対する学習・生活支援事業業務委託
企画提案競技評価票

業務実施面

（仕様書）

提案内容を実施できる拠点・人員等が確保されているか。

業務実績 本業務と同種・類似業務の実績があるかどうか。

全体の評価

（仕様書）

提案内容の的確性
仕様書を的確に踏まえ、明確かつ具体的に提案されているか。

事業を効果的・効率的に実施するための提案がされているか。

実施方法等が具体的で、実現性があるか。

生徒等が将来の希望を持ち、その実現に向け努力できるよう、自己肯定感を養う取り組み・情

報提供を行うことができるか。

事業で使用する学習、生活支援の教材・ツールについての提案がされているか。

支援効果等を測定できるような指標や資料作成が提案されているか。

参加又は継続しやすい環境づくりについて、提案されているか。

提案項目

（企画書）

［提案項目①］

学習支援・進路選択

支援の方法

生徒等の学習理解度に合わせた学力向上や受験対策のための各教科指導、学習の仕方に関する

助言等の支援手法は適切か。

［提案項目③］

安定した事業実施

・継続の方法

配点

別記配点により採点

事業内容及び目的に関する理解・知識が十分にあるかどうか。

評価項目 評  価  内  容

30
生徒等の進路や学習に対する悩みなどを的確に把握し、学習の習慣づけ、授業等のフォロー

アップを行うことができるか。
生徒等およびその保護者に対する、進路選択等に関する情報提供及び助言を行うことができる

か。

［提案項目②］

生活支援

の方法

生徒等およびその保護者を取り巻く環境の変化に対応した生活習慣及び育成環境の改善に関し

て適切な支援につなぐことができるか。

25生徒等の心身の健康に関する助言を行うことができるか。



（別記）「賃金水準の向上」「女性の活躍推進」に関する加点措置について

大区分

3

4

5

パートナーシップ構築宣言の作成・

公表
0.5

女活法  ※２ 各 最大

次世代法 ※２ 0.25 0.5

えるぼしチャレンジ企業認定 ※1 1

えるぼし 1.5

プラチナえるぼし 2

くるみん 1.5

プラチナくるみん 2

若者雇用促進法

※２
ユースエール

一般事業主行動計画の策定・届出
従業員数100人以

下の企業

最大

５3.00％以上

役員及び従業員の給与等受給者一人

当たりの平均給与額又は役員を除く

従業員の給与等受給者一人当たりの

平均給与額の対前年増加率

評価内容
評価項目

小区分

1.50％以上

2.00％以上

賃金水準の向上

女性の活躍推進

女性の活躍推進企業表彰   ※３

子ども・子育て支援知事表彰 ※３

男女共同参画社会づくり表彰 ※３

各

0.5

最大

３

0.5

最大

１

女活法

※２

次世代法

※２

女性活躍・両立支援企業表彰 ※３

法令に基づく認定

秋田県知事表彰の受賞

配点例
（100満点の場合）

注１ 評価項目「賃金水準の向上」の平均給与額の対前年増加率については、該当する最も配点が高い小区分により配点を行うものとする。 

 

注２ 評価項目「女性の活躍推進」の一般事業主行動計画の策定・届出及び秋田県知事表彰の受賞については、該当する小区分ごとに配点を行う

ものとする。また、法令に基づく認定のうち女活法については、該当する最も配点が高い小区分により配点を行うものとし、次世代法につい

ても同様とする。 

 

注３ 一つの評価項目のうち、複数の大区分に該当する場合は、その合計点（一部に最大配点の調整あり。各評価項目最大５点、合計10点）によ

り配点を行うものとする。 

 

※１ 「えるぼしチャレンジ企業認定」は、令和４年５月に創設した本県独自の認定制度で、女活法のえるぼし認定基準に掲げる女性の採用や女

性の管理職比率等の数値目標を１つ以上達成し、えるぼしの認定取得を目指した実施計画を有する企業を対象としている。なお、「法令に

基づく認定（女活法）」に該当する場合は、「えるぼしチャレンジ企業認定」の配点は行わないものとする。 

 

※２ 女活法：女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号） 

次世代法：次世代育成支援対策推進法（平成15年法律第120号） 

若者雇用促進法：青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和45年法律第98号） 

 

※３ 「女性の活躍推進企業表彰」及び「子ども・子育て支援知事表彰」を統合して令和７年度から「女性活躍・両立支援企業表彰」として実施

する。 


